
令和７年７月３日

大阪府知事　吉村　洋文　様
大阪市長　　横山　英幸　様

大阪府市ＩＲ事業評価委員会　
委員長　池田　辰夫　

令和６年度　認定区域整備計画の実施状況等に対する委員会評価等

大阪府大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業に関する条例第10条第３項及び大阪市大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業に関する条例第９条第３項に基づき報告を受けた令和６年度における大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング結果及び大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画の実施状況に対する本委員会評価等は、下記のとおりである。

記

＜ＩＲ事業者における実施状況等について＞
1. 全般
· 2030年秋頃の開業をめざし、先ずは、令和７年（2025年）春頃の建設工事の着手に向けて、設計・建設段階として必要となる事業実施体制を適切に構築した上、必要となる資金需要に対応しながら、ＩＲ施設の詳細設計及び準備工事等を着実に進捗させることが重要であるが、令和６年度においては、認定区域整備計画に沿って、これら取組が着実に進められたと評価できる。
· 引き続き、民間の活力と創意工夫・ノウハウを最大限活かし、より魅力的なＩＲ区域の整備を実現し、地域経済の振興など、その事業効果を最大限に高めるとともに、ギャンブル等依存症対策や治安・地域風俗環境対策等の懸念事項対策を着実に進め、円滑かつ確実な事業実施の確保と安定的・持続的な事業実施につなげられたい。

2. 事業実施体制について
· 令和６年度においては、専門人材を有する中核株主や国内外での豊富な実績と専門的知見を有した設計会社等からの十分な支援体制を構築し、必要となる詳細設計・準備工事等業務が着実に実施されている。
· 今後、事業の進捗に合わせて、ＩＲ事業者内の専門体制及び業務管理体制についても、計画的に構築・拡充していくことが求められる。また、ＭＩＣＥ誘致を担う社員等については、組織の独立性や命令の一元化を図る観点から、正社員を採用し、人材育成することに注力されたい。
· ＩＲ事業者においても、ＩＲ事業が観光立国実現に向けた公共政策であることを強く認識し、公共性の高いＭＩＣＥや送客機能等について、早い段階から、充実した実施体制を構築し、各ステークホルダーとのネットワーク構築や催事誘致等を進めることで、公共政策としての意義・信頼を確保していくことが重要である。

3. [bookmark: _Toc146829807]財務状況について
· 令和６年度においては、中核株主による出資及び融資契約に基づく消費税ローンの実行により、本事業の実施に必要となる資金需要について適切に対応がなされ、着実に投資が進められている。
· インフレに伴う資材価格高騰、人手不足や建設労働需給の逼迫等が継続しているところ、特に、大規模で難易度の高い施工が見込まれるＩＲ建設工事では、必要となる建設技能労働者や資機材等を確保する上で建設コスト高騰の影響を受けやすい状況にあると見込まれるため、中核株主の追加出資等を含め、事業費が増嵩した場合の対応に予め備えておくこと、また、状況に応じて収支計画を適時に精査しておくことが重要である。

4. ＩＲ施設の設計・建設等について
· 各ＩＲ施設の詳細内容等について、令和６年度においては、認定区域整備計画に記載したＩＲ事業の工程等に沿って、準備工事が着実に進捗し、各ＩＲ施設の詳細設計が概ね完了する等、令和７年（2025年）春頃の建設工事着手に向けた各種取組が着実に進められている。
· 次年度以降も継続する内装・設備等の設計に際しては、認定条件として付された特定複合観光施設区域整備計画審査委員会の意見が適切に反映されたものとなるよう十分留意すること。
· フェスティバルパーク・イノベーションパークについては、大阪府・市と継続して協議の上、ＩＲ開業後の再投資も含め、来訪者の利便性・回遊性の向上やウォーターフロント空間における賑わい創出の観点から、整備内容の更なる充実を図ること。

5. 懸念事項対策について
· ギャンブル等依存症等対策については、引き続き、大阪府・市及び関係者と連携・協力し、大阪府・市が実施する取組内容や調査結果等に対する十分な理解の下、これらも踏まえながら、ＩＲ開業に向け適時に対策内容を具現化していくことが重要である。
· ＩＲ事業の実施に当たっては、ＩＲ事業者は、ＩＲ関係法令等の遵守はもとより、カジノ免許を申請・取得していない段階においても、カジノ免許の申請・取得後に適用される規定等も踏まえ、各種契約の相手方から反社会的勢力を排除するための十分な措置等を行うことが求められる。令和６年度においては、大阪ＩＲ工事暴力団等排除協議会が設立され、ＩＲ事業者、中核株主、工事請負業者等が中心となって、大阪府・市及び大阪府警察とも連携し、反社会的勢力を排除するための取組等が実施されているが、次年度以降においても、関係者が一致団結し、反社会的勢力の排除に徹底して取り組む必要がある。また、同協議会の活動等を通じて、引き続き、反社会的勢力の介入を許さないという強い意志・姿勢を、広く社会へ積極的にアピールしていくことが重要である。



6. 是正要求措置について
· 令和６年度のモニタリング結果及び事業実施状況について、是正要求措置が必要と認められるような事項は、特に見受けられなかった。

＜大阪府・市における取組について＞
· [bookmark: _Hlk170230183]ギャンブル等依存症対策については、第２期大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づき、重点施策ごとに個別の数値目標を定め、オンラインカジノの違法性等の周知も含めた若年者への予防啓発や相談支援の充実、治療体制の強化などに重点的に取り組んでいるほか、（仮称）大阪依存症センターの機能については、令和６年度、センターが担う４つの機能のうち「相談から回復までのワンストップ支援」と「普及啓発・情報発信」の機能について、検討会議での議論を踏まえ、とりまとめを行った等、着実に取組が進められている。
· 引き続き、残された「調査分析」や「人材養成」の２つの機能について検討を進め、次期計画に具体的に位置づけるとともに、ＩＲ開業までに開設できるよう着実に準備を進められたい。
· 認定区域整備計画で目標としているギャンブル等依存が疑われる者等の割合の低減については、今後も継続的に調査を実施し、中長期的な視点で推移を注視するとともに、最近の違法なオンラインカジノの規制強化を定めた改正ギャンブル等依存症対策基本法の成立等、社会情勢も踏まえ、慎重な検討を進められたい。
· ＩＲ事業者でのギャンブル等依存症対策については、大阪府・市が実施する取組内容に対する十分な理解が図られた上で、認定区域整備計画に沿った取組が具体化されているか等を大阪府・市において把握・確認し、ＩＲ事業者と協議・調整しながら取組内容を確定していくことが重要である。

以上
